様式第１号
番　　　　　　号
令和　年　月　日
山形県知事　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
代表者　職・氏名　
令和８年度山形県林業・木材産業効率化対策支援事業計画承認申請書
標記事業計画について、山形県林業・木材産業効率化対策支援事業実施要領第３の２の規定により、別添事業計画書を添えて申請します。

様式第２号

 番　　　　　　　　号

                                                     年　　　月　　　　日

団体名
代表者　職・氏名　様
　山形県知事　　　　　　　　
令和８年度山形県林業・木材産業効率化対策支援事業計画の
承認及び同事業費補助金の内示について

　令和　　年　月　日付け　　第　　号で申請のあった令和８年度林業・木材産業効率化対策支援事業計画について、申請のとおり承認し、下記のとおり補助金の交付額を内示します。

  なお、令和８年度山形県林業・木材産業効率化対策支援事業費補助金交付要綱第３条第１項に規定する補助金交付申請書の提出期限を　　年　　月　　日（　）と定めたので通知します。
記

補助金内示額　　　金　　　　　　　円
様式第３号
番　　　　　　号
令和　年　月　日
　団体名
代表者　職・氏名　様
山形県知事　　　　　　　　
令和８年度山形県林業・木材産業効率化対策支援事業費補助金の交付決定について（通知）
令和　年　月　日付け　　第　　号で交付申請のあった令和８年度山形県林業・木材産業効率化対策支援事業費補助金については、山形県補助金等の適正化に関する規則（昭和35年８月県規則第59号）及び令和８年度山形県林業・木材産業効率化対策支援事業費補助金交付要綱に基づき、下記のとおり交付することに決定したので通知します。
記
１　この補助金の対象となる事業及びその内容は、令和　年　月　日付け　　第　　号で申請のあった令和８年度山形県林業・木材産業効率化対策支援事業費補助金交付申請書（以下「申請書」という。）記載のとおりとする。
２　補助事業に要する経費及び補助金の額等は、次のとおりとする。
ただし、補助事業の内容が変更された場合における当該補助事業に要する経費及び補助金の額については、別に通知するところによるものとする。
                 総事業費    　 金　　　　　　　円
                 補助事業に要する経費   　  金　　　　　　　円
                 補助金の額    　 金　　　　　　　円
３　補助事業者等は、補助金に関する国及び県の各法令、規則並びに各通達の定めに従わなければならない。
４　補助金交付の条件は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。
（１）規則、要綱、実施要領、実施基準等に違反した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることがある。
（２）補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び補助事業により設置した施設等については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
（３）補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（機械及び器具については、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のもの。）を農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号）第５条に定められた処分制限期間内において、知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。処分制限期間内に知事の承認を受けて当該財産を処分したことにより、収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付させることがある。
（４）補助事業者等は、補助事業により設置した施設等を事業完了の翌年度から起算して５年以内（以下「転用等制限期間」という。）に知事の承認を受けないで転用し、又は用途変更してはならない。ただし、天災地変その他止むを得ない事由のため、あらかじめ知事の承認を受けることができなかった場合は、転用又は用途変更後速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。
また、知事の承認を受けて転用又は用途変更を行った場合は、当該施設等の設置に要した補助金相当額の全部又は一部を県に返還しなければならない。
（５）補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等が、それぞれ処分制限期間及び転用等制限期間内に補助金交付の目的を達成することができなくなった場合は、速やかに知事に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助金相当額の全部又は一部を県に納付しなければならない。
（６）この補助金に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を、間接補助事業終了の翌年度から起算して５か年間整備保管しなければならない。
　
様式第４号
番　　　　　　号
令和　年　月　日
団体名
代表者　職・氏名　様
山形県知事　　　　　　　　　
令和８年度山形県林業・木材産業効率化対策支援事業変更計画承認及び同事業費補助金の変更交付決定について
　令和　年　月　日付け　　第　　号で申請の令和８年度山形県林業・木材産業効率化対策支援事業費補助金の計画変更については、申請のとおりこれを承認します。
　なお、令和　年　月　日付け　　第　　号に基づく補助金交付通知の２のただし書により当該通知の一部を下記のとおり変更します。
記
１　変更の対象となる事業の内容は、当該変更承認申請書記載のとおりとし、その他については、令和　年　月　日付け　　第　　号による補助金交付決定通知に記載のとおりとする。
２　補助事業に要する経費及び補助金の額は次のとおりとする。
補助事業に要する経費
金
円
補助金の額 
金
円
	区　　　分
	既交付決定額
	今回交付決定額
	変更後の交付決定額

	補助事業に要する経費
	
	
	

	補助金の額
	
	
	


３　補助事業に要する経費の配分及びこの配分された経費の額に対応する補助金の額は、当該変更承認申請書記載のとおりとする。
様式第６号
番　　　　　　号
令和　年　月　日
　団体名
代表者　職・氏名　様
山形県知事　　　　　
令和８年度山形県林業・木材産業効率化対策支援事業費補助金の額の確定について（通知）
令和　年　月　日付け　　第　　号で交付決定した標記補助金については、令和　年　月　日付け　　第　　号で提出のあった令和８年度山形県林業・木材産業効率化対策支援事業実績報告に基づき、「山形県補助金等の適正化に関する規則」（昭和35年８月県規則第59号）第15条の規定により、補助金額を下記のとおり確定します。
記
金　　　　　　　　　　　　円
様式第７号
事業計画達成状況報告書（山形県林業・木材産業効率化対策支援事業）
１　事業概要

	市町村名
	事業完了

年度
	調査年度

（　年目）
	事業実施主体
	事業区分
	事業内容

	
	
	
	
	
	


２　施設の利用状況

	事業目標
	目標値
	１年目の報告
	２年目の報告
	３年目の報告
	４年目の報告
	５年目の報告
	備　　考

	
	
	実　績
	比率
	実　績
	比率
	実　績
	比率
	実　績
	比率
	実　績
	比率
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	エネルギー
使用量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（注）１　目標値は、事業計画書から転記する。
                 ２　実績については、上記２の目標数値に対応する事業終了年度の翌年度分からそれぞれ年度の数値を記載する。
                 ３  比率は、目標数値に対する実績比とする。
３ 評　価

　　地域内で実施された各事業の利用状況を踏まえ、目標達成率の低い施設等については、事業経過の過程を明らかにするとともに、今後の対処方針等を明かにすること。
	事業区分
	事業実施主体
	運営状況等
	評価並びに改善方法等

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  （注）
１　事業区分ごとに評価を行うこと。

２　特に改善を要する施設等については、関係機関、団体等と連絡協調の上、今後の対処方針等を立てて経営管理指導を行う等、
事業が有効に実施されるよう指導すること。

様式第８号
番　　　　　　号
平成　年　月　日
　山形県知事　　　　　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　代表者　職・氏名　　
令和８年度山形県林業・木材産業効率化対策支援事業交付決定前着手届

　令和８年度山形県林業・木材産業効率化対策支援事業実施要領第９の規定に基づき、別記条件を了承の上、下記のとおり提出します。

記
1 事業実施主体
2 事業区分
3 事業費
4 着手予定年月日

5 交付決定前の着手を必要とする理由

（別記条件）

１．交付決定を受けるまでの期間に天災等の事由によって、実施した施策に損失を生じた場合は、これらの損失は、事業実施主体が負担すること。

２．交付決定を受けた交付金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議を申し立てないこと。

３．当該事業については、着手から交付決定を受ける期間内においては、計画の変更は行わないこと。

